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静岡県国民健康保険運営協議会委員名簿

（任期：令和７年２月 16 日～令和 10 年２月 15 日）

（敬称略）

区 分 氏 名 職名等 出席方法

被保険者代表

大石 泰子
おおいし や す こ

国保被保険者 会場

大里 恵美子
おおさと え み こ

国保被保険者 会場

（欠員） （国保被保険者） －

保険医又は

保険薬剤師代表

小野 宏志
お の ひ ろ し

医師、静岡県医師会理事 欠席

鎌田 大輔
か ま た だいすけ

歯科医師、静岡県歯科医師会理事 会場

鈴木 孝一郎
す ず き こういちろう

薬剤師、静岡県薬剤師会副会長 会場

公益代表

(会長)藤本 健太郎
ふじもと けんたろう

静岡県立大学経営情報学部教授 会場

溝田 友里
み ぞ た ゆ り 静岡社会健康医学大学院大学

准教授
会場

小宮山 麗子
こ み や ま れ い こ

税理士 会場

被用者保険等

保険者代表

安田 剛
や す だ つよし 全国健康保険協会静岡支部

支部長
会場

冨永 伸彦
とみなが のぶひこ 健康保険組合連合会静岡連合会

常務理事
会場
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関係法令、条例

○ 国民健康保険法（平成 30 年４月１日施行）－抜粋－

（国民健康保険事業の運営に関する協議会）

第 11 条 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県

が処理することとされている事務に係るものであつて、第 75 条の７第１項の規定による

国民健康保険事業費納付金の徴収、第 82 条の２第１項の規定による都道府県国民健康保

険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の

国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理

することとされている事務に係るものであつて、第四章の規定による保険給付、第 76

条第１項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町

村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

３ 前２項に定める協議会は、前２項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関

する事項(第１項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が

処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの

法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)

を審議することができる。

４ 前３項に規定するもののほか、第１項及び第２項に定める協議会に関して必要な事項

は、政令で定める。

○ 国民健康保険法施行令（平成 30 年４月１日施行）－抜粋－

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織）

第２条 法第 11 条第１項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)

は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する

委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。

以下「高齢者医療確保法」という。)第７条第３項に規定する被用者保険等保険者をいう。

以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。

２ 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員

及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、

被保険者を代表する委員の数の２分の１以上当該数以内の数とする。

３ 法第 11 条第２項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、

被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委

員各同数をもつて組織する。

４ 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表

する委員を加えて組織することができる。

５ 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第４条第１項において「協議会」という。)

の委員の定数は、条例で定める。

（委員の任期）

第３条 協議会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

（会長）

第４条 協議会に、会長１人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選

挙する。

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行す

る。
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○ 静岡県国民健康保険運営協議会の委員の定数等を定める条例（平成30年４月１日施行）

（趣旨）

第１条 この条例は、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第２条第５項の規定

に基づく静岡県国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）の委員の定数及び協

議会に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員の定数等）

第２条 協議会の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める

数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 ３人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ３人

(3) 公益を代表する委員 ３人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 ２人

２ 前項の委員は、知事が委嘱する。

（会長）

第３条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

（会議）

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。

附 則

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。

２ 第２条第２項の規定による委嘱及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施

行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

附 則（令和６年12月26日条例第50号）

この条例は、公布の日から施行する。
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令和８年度国民健康保険事業費納付金の算定

国民健康保険法等に基づき、県が市町から徴収する令和８年度国民健康保険事業

費納付金を算定し、市町に提示し、了承された。

１ 算定結果の概要

(1) 保険給付費推計

被保険者数の減少に伴い保険給付費推計額は減少しているが、診療報酬改定の

影響などもあり、一人当たり保険給付費は増加している。

(2) 納付金

県の財政安定化基金活用方針の見直し等により、納付金総額は増加した。

２ 納付金の算定方法

① 県全体の納付金総額を算定

「県全体の保険給付費等の推計」「国から示された国庫支出金等」などから計算

② 市町ごとの納付金を算定

国の示す算定方法で、各市町の被保険者数、所得、医療費などから計算

（参考）国民健康保険のしくみ

〔県国民健康保険事業特別会計〕 〔市町国民健康保険事業特別会計〕

（35市町）※35 市町で個別に予算編成

区 分 令和７年度 令和８年度 増 減

保険給付費推計額 2,382 億円 2,361 億円 ▲21 億円(▲0.9%)

一人当たり保険給付費 378,170 円 391,777 円 13,607 円(＋3.6%)

被保険者数(推計) 629,870 人 602,749 人 ▲27,121 人(▲4.3%)

区 分 令和７年度 令和８年度 増 減

納付金総額 931 億円 1,008 億円 77 億円(8.3%)

一人当たり納付金 147,773 円 167,165 円 19,392 円(＋13.1%)

歳入 歳出 歳入 歳出

納付金

1,085 億円
＜H30:1,080 億円＞

保険給付費等

交付金

（普通交付金）
審査支払手数料等

を含む

保険給付費等

交付金

（普通交付金）

保険給付費

(診療報酬等)
前期高齢者

交付金等

国庫支出金 市町分公費（特別交付金）
市町分公費

（特別交付金）
保健事業費等

納付金
県が 35市町ごと算定

後期高齢者支援金、
介護納付金、
子ども・子育て支
援納付金 等

保険料(税)
県繰入金等

その他

一般会計からの法定外繰入

交

付 支
払

医

療

機

関

等

納付金

納付金
県が35市町ごと算定
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（参考）市町ごとの納付金基礎額の算定

以下の算定式により、県全体の納付金総額を市町ごとの所得水準、被保険者数・世

帯数で按分した額に、市町ごとの医療費水準を反映して、市町へ割り当てる。（国の

算定政令）

各市町の納付金基礎額

＝県全体の納付金総額

× β × 市町の応能(所得)の割合 ＋ １ × 市町の応益(人数)の割合

β＋１ β＋１

×｛１＋α×（年齢調整後の医療費指数－１）｝

×γ

α：市町への納付金の割当てに医療費水準をどの程度反映させるかを調整する係数

（０≦α≦１）※

β：国が示す係数で、全国平均と比較した都道府県ごとの所得水準。所得水準をど

の程度納付金の割当てに反映させるかを調整する係数

γ：市町ごとの納付金の合計額を県全体の納付金総額に合わせるための調整係数

※本県は令和６年度納付金までα＝１を採用（市町ごとの医療費水準を反映）して

いたが、国の推進する保険料水準の統一に向け、市町の了承を得て令和７年度納

付金からαを 0.2 ずつ引下げ、令和 11 年度納付金からはα＝０（市町ごとの医

療費水準を反映しない）とする。

令和８年度納付金の算定に用いた係数

係数 数

医療費指数反映係数（α） 0.6

一般納付金所得係数（β） 1.1137101211665

一般納付金基礎額調整係数（γ） 1.0342980321017

一般納付金被保険者均等割指数 0.7

後期高齢者支援金等納付金所得係数（β） 1.1019208065029

後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数（γ） 0.9999999992600

後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 0.7

介護納付金納付金所得係数（β） 1.1326907127040

介護納付金納付金基礎額調整係数（γ） 0.9999999979002

子ども・子育て支援納付金納付金所得係数（β） 1.1137101211665

子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数（γ） 0.9999999926280

市町ごとの被保険者・世帯数で市町へ割当市町ごとの所得水準で市町へ割当

保険給付分のみ市町ごとの医療費水準で調整
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国保運営方針 2024 年度取組状況評価に対する主な意見

項目 意見（要旨） 県の考え方

財政収支の改

善に係る基本

的な考え方

財政安定化基金の適正残高について

決まりはあるか。

また、基金の取崩しの状況は。

国出資により設置した本体基金につい

ては、厳密な決まりがあり、不測の事態に

応じて取り崩すこととなっています。

県国保特会の剰余金を積立てる財政調

整分については、特に決まりはなく、納付

金の抑制（年度間の平準化）のため活用す

る等、市町と協議の上、決定しています。

なお、令和８年度の納付金については、

令和７年末に国において決定した令和８

年度診療報酬改定等に伴う所要額の増加

分について、基金充当により対応すること

としました。

高額な医薬品の使用による国保財

政への影響は。

高額薬剤や医療の高度化等により、医療

費は増大しており、小規模な保険者では運

営が厳しいことから、県単位化し、保険料

水準の統一が求められています。

国は、令和 17 年度を統一の目標年度と

していますので、これまで以上に統一に向

けた取組を進めていく必要があると認識

しています。

保険料水準の

統一に向けた

取組

収納対策の取

組

納付金ベースの統一が進むにつれ、

納付金負担（保険料負担）が増加する

市町においては収納率悪化が懸念さ

れるが、県としての考えは。

統一の支障とならないよう、市町間の収

納率の差異の解消、収納率向上の加速化が

必要です。

目標達成に対するインセンティブに加

え、未達成に対するマイナスのインセンテ

ィブを検討したいと考えています。

なお、11月以降の市町への詳細な調査を

通じ、収納率低下の主な要因に対する効果

的な取組を把握したので、次年度に重点的

に取り組む予定です。

特定健康診査

の受診率及び

特定保健指導

の実施率の向

上

特定健診受診率向上に対する県の

意見は。

受診率向上に伴い健診費用が増加する

という面もありますが、費用については公

費支援もあることから、健康づくりを促進

し、医療費の適正化に資するため、トータ

ルでは受診率の向上を進めた方がよいと

考えています。

特定保健指導の実施率について、東

部地域が低調なのは協会けんぽも同

様なので、共同でできることがあれば

やっていきたい。

今年度から、低調な市町を対象に、市町

ごとの実情に応じた効果的なサポートを

進めています。

なお、国保、被用者保険等の保険者をま

たがる研修等の実施については、これまで

も行っておりますが、引き続き御協力をお

願いします。

同じ地域住民を対象とした健康づくり

のため、連携できることがありましたら、

今後も行ってまいりたいと考えます。
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項目 意見（要旨） 県の考え方

特定健康診査

の受診率及び

特定保健指導

の実施率の向

上

特定健診の受診勧奨について、県内

市町は努力している印象がある。

かかりつけ医からの助言、みなし健

診など、医師会への依頼や市町のサポ

ートなどを県にお願いしたい。

特定健診・特定保健指導の協議会等、関

係者との会議の場などにおいて、発言や協

力依頼などを行ってまいります。

また、本日いただいた御意見を踏まえ、

関係者との議論に生かしてまいります。

なお、12月に開催された「静岡県特定健

診・特定保健指導推進協議会」において、

関係者との意見交換を行いました。



 静岡県国民健康保険運営方針2024年度取組状況評価（別紙）

一
覧

第２ 章 国保の医療に要する 費用及び財政の見通し

項目 評価・ 課題 改善

Ⅰ

２  財政収
支の改善に
係る 基本的
な考え方

・ 2024年度の県国保特別会計決算額は､被保険者数の減少に伴い総額は減少し ており ､前年度から 約118億円減の約3,170億円で
 あっ た｡
・ 歳出の約77％を 占める、 被保険者の医療費に充当する保険給付費等交付金(普通交付金)についても 、 総額では減少し ているが、
 コ ロナ禍後の2021年度以降、 1人当たり 保険給付費は一貫し て増加し ており 、 当初予算に対し 増額の補正を 行い、 結果的に最終
 予算額に収まり 、 財政安定化基金（ ※） の取崩し も 行わなかっ た(財政調整事業分を 除く )｡

※不測の事態及び納付金の急激な変動を平準化するために
 活用するも の。
 昨今の保険給付費の増加も あり 、 今後、 一定の基金残高
 を維持するため、 基金の活用方針について市町と 協議を
 進めている。
                                                           

【 県の取組】
・ 納付金や公費等の適切な見込み、 保険者努力支援制
 度等の交付金の獲得による歳入確保の強化と 、 歳出
 の中心である医療費適正化の取組促進等により 、 収
 支の均衡を 図り 、 安定し た財政運営を継続。

【 その他】
・ 今後も 被保険者数の減少と 医療費の増加により ､1人
 当たり 保険給付費の増加が見込まれるこ と から 、 制
 度設計を 担う 国に対し 、 持続可能な国民健康保険制
 度に必要な財源の確保を 要望。

Ⅱ
３  赤字解
消・ 削減の
取組

・ 2023年度まで赤字繰入れを 行っ ていた１ 市は、 2024年度において赤字繰入れを 解消し た。
・ 新たに赤字繰入れを 行う 市町も なく 、 目標を達成し た。

【 県の取組】
・ 引き 続き 全市町において赤字繰入れを行う こ と のな
 いよう 、 市町の財政状況等を注視し 、 市町実地検査
 等を 通じ て定期的に助言等を実施。
 
【 市町の取組】
・ 適切な保険料率の設定、 保険者努力支援制度等の交
 付金の獲得、 収納率向上等により 歳入を 確保。
・ 保健事業の実施を通じ た医療費適正化の取組促進等 
 により 歳出を適正化。

区分 2022年度決算 2023年度決算 2024年度決算

歳入 3,452億円 3,288億円 3,170億円

歳出 3,341億円 3,200億円 3,074億円

保険給付費
(1人当た

り )

2,479億円
(337,630円)

2,456億円
(353,660円)

2,374億円
(358,785円)

収支差額 111億円 88億円 95億円

（ 参考） 令和７ 年度第１ 回国保運営協議会資料4-2
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第３ 章 保険料の標準的な算定方法と 保険料水準の統一

項目 評価・ 課題 改善

Ⅲ

２  保険料
水準の統一
に向けた取
組
（ 参考１ ）

 国は、 財政の安定化や被保険者間の公平性の観点から 、 各都道府県内市町村の保険料水準の統一を 求めている。
 本県では、 国の方針に基づき 、 統一の第一段階と し て、 2030年度までに、 市町の保険給付費（ 医療費） に充当するため市町が
県に納付する事業費納付金について、 市町ごと の医療費水準の差異を反映さ せない「 納付金ベースの統一」 を目標と し ている。
 また、 将来的には、 県内のどこ に住んでいても 、 同じ 所得水準、 同じ 世帯構成であれば同じ 保険料と なる「 完全統一」 を目指し
ている。

【 納付金ベースの統一に向けた取組】
・ 2025年度納付金から 医療費指数反映係数αを0.2ずつ引下げ、 2029年度納付金から α= ０ と するこ と を 決定し た。
・ α引下げに伴う 医療費水準の低い市町の納付金負担増に対し ､県の交付金を 活用し 時限的な財政支援を行う こ と を決定し た。  

【 完全統一に向けた取組】
 ○保険料 賦課方式の統一
・ 統一賦課方式と 異なる市町は、 計画的・ 段階的に賦課方式の変更を 行い、 統一賦課方式を 採用する市町は27市町と なっ た。
・ その他の市町においても 、 庁内での検討や市町の運営協議会における協議等を行い、 統一に向けた取組を 進めている
                        
                                                                                          
                                           
                                          
                                                           
○ 課題
・ 保険料に影響する、 各市町の事業（ 減免基準や保健事業等） の基準について、 市町間の差異を 解消する必要がある。
・ 市町間の実績の格差が大き いも の(保険料収納率や特定健診受診率等)について､公平性を 担保するため､格差の解消が重要である。

【 県の取組】
・ 個別課題（ 減免基準、 保健事業） について市町と の
 ワーキンググループを 定期的に開催し 、 課題の整理、
 検討等を 実施。
・ 完全統一に向けた課題の解消のため、 事業実績が低
 調な市町の支援を強化。

【 市町の取組】
・ 統一賦課方式と 異なる市町は、 今後も 計画的・ 段階
 的に賦課方式の変更を 行い、 2027年度までに統一賦
 課方式を 採用。
・ 完全統一に向けた課題の解消のため、 事業実績が低
 調な市町は、 実績向上の取組を 実施。

【 その他】
・ 国の「 保険料水準統一加速化プラ ン（ 第２ 版） 」
（ 2024年６ 月改定） に基づき 、 完全統一の目標年度等
 について、 2028年度の運営方針中間見直し 作業に向
 け、 市町と の議論を 深め、 統一の取組を加速化。
 

区分 2022年度 2023年度 2024年度 2027年度（ 目標）

統一賦課方式（ ※）
を 採用し ている市町

20／35 23／35 27／35 35／35

1

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2027年度

(目標)

赤字繰入れを
行っ た市町数

７ 市町 ２ 市町 ２ 市町 １ 市 １ 市 １ 市 ０ 市町 ０ 市町

赤字繰入額 ６ 億円 2.8億円 5.2億円 6.3億円 4.2億円 4.7億円 ０ 円 ０ 円

※統一賦課方式
 医療分： ３ 方式
 後期分： ３ 方式
 介護分： ２ 方式
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第４ 章 保険料の徴収の適正な実施

項目 評価・ 課題 改善

Ⅳ
２  収納対
策の取組
（ 参考２ ）

・ 目標値が上がっ たこ と も 影響し 、 2024年度の規模別収納率目標達成市町は前年度の23市町から 14市町に減少し たが、 収納率が
 前年度と 比較し て上昇し た市町は、 2023年度の13市町から 、 2024年度は16市町に増加し た。
・ 収納率低下の要因と し て、 市町から は、 経済的な要因、 納付方法の課題等が挙げら れた。
・ 県全体の2024年度収納率は、 速報値で94.79％であり 、 2023年度の94.87％と 比較し て 0.08ポイ ント 低下し た。
・ 市町間における収納率の格差については、 前年度は最大格差が8.07ポイ ント であっ たのに対し 、 2024年度は6.79ポイ ント と なり 、
 1.28ポイ ント 縮小し た。

 ※保険者規模は、 年度平均被保険者数（ ４ 月から ３ 月までの全被保険者数の平均） による。
 ※2024年度の収納率目標は、 市町規模別の2022年度の全国自治体上位５ 割の収納率（ 全被保険者・ 現年分） 。

 ＜保険者規模別の平均収納率＞

（ 参考） 保険者規模別収納率目標の推移

 

【 県の取組】
・ 保険料と 公費により 運営する国保制度においては、
 保険料収入の確保が安定的な財政運営の大前提と
 なるため、 市町における収納率向上を 引き 続き 支
 援。
・ 将来的な保険料水準の統一に当たっ ては、 県内市
 町間の収納率の格差解消が課題と なるため、 県平
 均の全国順位の上昇だけでなく 、 全市町の収納率
 の高水準での平準化を 促進。
・ 各市町における収納率向上対策の実態を 把握する
 ための調査を 実施し 、 市町の個別の課題や効果的
 な収納率向上対策について情報を 集約。
・ 10月に収納率向上対策研修会を開催し 、 調査結果
 をも と に市町共通の課題や優良事例の説明、 保険
 料水準統一における収納率への影響について、  
 県内全市町間で情報共有を 実施。
・ 市町に対し 、 収納率向上対策に係る交付金の積極
 活用を促し 、 対策強化を 支援。

【 市町の取組】
・ Ｑ Ｒ コ ード 決済、 コ ンビニ収納、 スマート フ ォ ン       
 のアプリ を 活用し た収納等、 納付方法の利便性拡
 大のため納付方法の多様化を 引き 続き 促進。
・ 収納率の向上に効果的と さ れる 口座振替の更なる
 促進のため、 ＷＥ Ｂ 口座振替受付サービスの導入
 や、 他税と 一括で口座振替の設定が可能と なるよ
 う な取組を 実施。
・ 平日夜間や祝日の納付相談日の開設、 夜間訪問に
 よる 納付催告の実施。

評価指標 2022年度 2023年度 2024年度(速報値) 2026年度(目標)

保険者規模別収納率目標達成市町 24／35 23／35 14／35

35／35

        ３ 千人未満 4／5 ３ ／5 １ ／５

３ 千人以上        １ 万人未満 5／13 ６ ／14 ３ ／14

１ 万人以上           ５ 万人未満 13／15 12／14 ９ ／14

５ 万人以上           10万人未満 0／0 0／0 ０ ／０

10万人以上 ２ ／２ ２ ／２ １ ／２

保険者規模 2022年度 2023年度 2024年度(速報値) 前年度増減  

            ３ 千人未満 96.96％ 97.16％ 97.01％ －0.15

３ 千人以上              １ 万人未満 94.89％ 94.96％ 94.97％ + 0.01

１ 万人以上                 ５ 万人未満 95.35％ 95.29％ 95.24％ －0.05

５ 万人以上                 10万人未満 － － － － 

10万人以上 94.31％ 94.30％ 94.15％ －0.15

計 94.90％ 94.87％ 94.79％ －0.08

全国平均（ 本県順位） 94.14％(28位) 94.20％(25位) － － 

2

保険者規模
収納率目標

2019年度 2020年度 2021～2023年度 2024～2026年度

              ３ 千人未満 設定なし 設定なし 97.13％ 97.74％

 ３ 千人以上             １ 万人未満 93.83％ 95.66％ 95.53％ 96.19％

 １ 万人以上             ５ 万人未満 92.24％ 93.48％ 94.17％ 95.10％

 ５ 万人以上             10万人未満 90.56％ 91.12％ 92.08％ 93.11％

 10万人以上 89.75％ 90.50％ 92.27％ 93.64％
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第６ 章 医療に要する 費用の適正化の取組

項目 評価・ 課題 改善

Ⅴ

２  特定健
康診査の受
診率及び特
定保健指導
の実施率の
向上
（ 参考３ ・
４ ）

・ 特定健康診査受診率は0.6ポイ ント 上昇し ているも のの、 特定保健指導実施率は2.3ポイ ント 低下し ており 、 目標も 未達成。
・ 特定保健指導実施率が低下し たこ と により 、 保険者努力支援制度の評価で加点がある市町が減少。

 

 ※静岡県医療費適正化計画の目標値

【 県の取組】
・ 特定健診受診向上に向け未受診者対策の効果的な広
 報及び啓発への取組。
・ 国の交付金を 活用し 、 特定健診受診のＰ Ｒ 動画を 作
 成し 、 特設サイ ト へ掲載、 テレ ビＣ Ｍ放送等の広報
 活動を 展開。
・ 特定保健指導は市町の実態に応じ たき め細やかな支 
 援を 実施。

【 市町の取組】
・ 休日や夜間の健診日の増加、 若年層（ 39歳未満） へ
 の健診実施、 節目の年齢の自己負担額の無料化、 診 
 療等における検査データ の提供依頼、 がん健診と の
 同時実施等、 受診率向上に向けた取組を 実施。
・ 未受診者勧奨通知の工夫、 健康づく り 推進委員によ
 る地域住民への啓発や企業連携等、 効果的な広報を
 実施。
・ 業者委託により AI分析やナッ ジ理論を 用いた受診勧
 奨通知を 作成、 送付。
・ 特定保健指導は、 休日・ 夜間・ Ｉ Ｃ Ｔ 活用・ 地域の
 薬局での実施等対象者の利便性確保だけでなく 、 健
 診当日の初回面談（ 分割実施含む） や結果返却時の
 実施、 指導内容の工夫（ Ｉ Ｎ Ｂ Ｏ Ｄ Ｙ 等の測定） 等
 も 行っ ている。

評価指標
2022年度

（ 法定報告値）
2023年度

（ 法定報告値）
2024年度

2026年度
（ 目標※）

特定健康診査受診率 37.3％ 37.9% （ 集計中） 60.0％以上

特定保健指導実施率 38.6％ 36.3% （ 集計中） 60.0％以上

3

評価指標 2022年度 2023年度 2024年度
2026年度
（ 目標）

保険者努力支援制度｢特定健診受診率」
の評価で加点がある市町 15／35 20／35 （ 集計中） 35／35

保険者努力支援制度｢特定保健指導実施
率」 の評価で加点がある市町

32／35 26／35 （ 集計中） 35／35



静岡県国民健康保険運営方針の改定（中間見直し）

１ 要 旨

都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県

内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね

６年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する

方針（運営方針）を定め、おおむね３年ごとに、運営方針に定めた事項について分析及

び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、運営方針を変更するも

のとされている。

令和６年度に策定した本県の運営方針（対象期間：令和６年度～令和 11 年度）におい

ても、令和９年度に中間見直しを行うと記載していることから、令和８年度は、令和９

年度に向けた中間見直し作業を行う。

２ 策定根拠

国民健康保険法第82条の２

３ 対象期間

第１期 平成30年４月１日から令和３年３月31日まで（３年間）

第２期 令和３年４月１日から令和６年３月31日まで（３年間）

第３期 令和６年４月１日から令和 12年３月 31 日まで（６年間、令和９年度に

中間見直し）

４ 国の方針等に基づく主な見直しの内容

(1) 保険料水準の完全統一

国は、令和 17 年度（令和 18 年度保険料算定）までの完全統一を要請

→ 完全統一の目標年度の設定

(2) 子ども・子育て支援納付金の導入

令和８年４月から、子ども・子育て支援納付金が導入

→ 子ども・子育て支援納付金に係る記載を追加

資料 ５



今後のスケジュール

時 期 内 容

令和８年３月中旬 令和８年度県国民健康保険事業特別会計当初予算の決定

令和８年３月下旬 令和８年度国民健康保険事業費納付金等の公表

令和８年９月

県国民健康保険運営協議会の開催

令和７年度取組状況の評価

国民健康保険運営方針の改定（中間見直し） 等

令和９年２月

県国民健康保険運営協議会の開催

令和９年度国民健康保険事業費納付金の審議

国民健康保険運営方針の改定（中間見直し） 等

資料 ６



1

静岡県国民健康保険運営協議会関連諸規程

○ 静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、静岡県国民健康保険運営協議会の委員の定数等を定める条例（平成

29 年条例第 42 号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、静岡県国民健康保険運

営協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（招集）

第２条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、条例第４条第１項の規定により会長が

招集する。

２ 前項の規定にかかわらず、委員の全員が新たに任命された場合又は会長若しくは職務

を代行する者が共に欠けた場合における会議の招集は、知事が行う。

３ 会議を招集しようとするときには、あらかじめ開催の日時及び場所並びに審議事項を

委員に通知しなければならない。

（会議）

第３条 会議は、公開とする。ただし、公開することにより、特定の者に利益若しくは不

利益をもたらすおそれがあるとき又は円滑若しくは公正な協議会の運営に著しい支障を

及ぼすおそれがあるときは、会長の承諾により非公開とすることができる。

（会議録）

第４条 会議を開催したときは、会議録を調製して、会長及び会長の指名した委員１人が

これに署名しなければならない。

２ 前項の会議録は、公開するものとする。だだし、前条ただし書の会議に係るものにつ

いては、非公開とする。

（細則）

第５条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、必要な都度、

会長が定める。

附 則

この要綱は、平成 30 年８月 20 日から施行する。

参考資料１
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○ 静岡県国民健康保険運営協議会傍聴要領

第１ 趣旨

この要領は、静岡県国民健康保険運営協議会運営要綱（平成 30 年８月 20 日制定）第

５条の規定に基づき、静岡県国民健康保険運営協議会（以下「運営協議会」という。）の

会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

第２ 傍聴の手続

(1) 傍聴を希望する者は会議の開催予定時刻までに受付で氏名、住所を記入し、係員の

指示に従って会場に入室する。

(2) 傍聴の受付は先着順とし、定員になり次第、受付を終了する。

第３ 傍聴人の守るべき事項

(1) 会議中は静粛に傍聴し、発言、拍手、その他の行為等により会議の秩序を乱し、又

は審議の妨害をしてはならない。

(2) 会場内で飲食、喫煙をしてはならない。

(3) 会場内で写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。

(4) その他、会議の支障となる行為をしてはならない。

第４ 秩序の維持

(1) 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に対し必要な指示をすることができ

る。

(2) 会長は、傍聴人が第３の規定に違反したとき、又は(1)の指示に従わないときは、退

室させることができる。

第５ その他

本要領は、運営協議会委員の随行者及び報道関係者には適用しない。

附 則

この要領は、平成 30 年８月 20 日から施行する。



静岡県国民健康保険運営に当たっての連携体制

静岡県国保運営協議会

■主な審議事項
　・国保事業費納付金の徴収
　・国保運営方針の作成
　　　　　その他の重要事項
■委員
　・被保険者代表
　・保険医又は保険薬剤師代表
　・公益代表
　・被用者保険代表

市町国保運営協議会

■主な審議事項
　・保険給付
　・保険料の徴収
　　　　　その他の重要事項
■委員
　・被保険者代表
　・保険医又は保険薬剤師代表
　・公益代表
　・被用者保険代表(任意）

県 市町

国保運営方針
連携会議

■主な審議事項
　・国保の安定的な財政運営
　・国保事業の運営の広域化･　　
　  効率化の推進
　・運営方針の作成及び変更 
■構成
　・市町課長
　・国保連合会
　・県国保課長
■下部組織
　作業部会、ワーキンググループ

諮問・報告 答申・意見
市町国保主管課長等会議

■主な審議事項
　・事務手続き
　・調整事項　など
■構成
　・市町課長
　・県国保課長

諮問・報告 答申・意見

運営方針に定めた事項について、毎年度の取組内容
や実績評価を、運営協議会及び連携会議･市町に
報告し、継続的な改善を図る。
【準拠:都道府県国民健康保険運営方針策定要領(厚労省令和８年
１月)】

国保被保険者(住民)

国民健康保険法第11条第1項 国民健康保険法第11条第2項
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